
た
。
こ
の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税

の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
島
原
税
務
署
（
☎

　
３
２
８
１
）
へ
。

▼
と
　
き
　
11
月
25
日
（木）
・
26
日

　
（金）
　
９
時
か
ら
16
時
30
分
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
島
原
広
域
消
防
本
部

▼
受
講
料
　
３
６
０
０
円
（
テ
キ

　
ス
ト
代
）

▼
申
込
期
限
　
11
月
19
日
（金）
ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　

　
消
防
本
部
予
防
課
（
☎
　
５
８

　
５
７
）
ま
た
は
島
原
消
防
署
（
☎

　
　
０
１
１
９
）

　
旧
軍
人
、
軍
属
、
準
軍
属
お
よ

び
遺
族
に
対
す
る
恩
給
・
年
金
や

特
別
弔
慰
金
の
巡
回
相
談
を
行
い

ま
す
。

▼
日
　
程

・
11
月
18
日
（木）
　
11
時
か
ら
16
時

　
ま
で
　
愛
野
公
民
館
（
雲
仙
市

　
愛
野
町
）

・
11
月
25
日
（木）
　
11
時
か
ら
16
時

　
ま
で
　
西
有
家
総
合
学
習
セ
ン

　
タ
ー
カ
ム
ス
（
南
島
原
市
西
有

　
家
町
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
県
原
爆
被
爆

　
者
援
護
課
（
☎
０
９
５
―
８
９

　
５
―
２
４
２
９
）

　
シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に

対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
を
受

付
け
ま
す
。

▼
対
象
者
　
戦
後
強
制
抑
留
者
で

　
平
成
22
年
６
月
16
日
に
日
本
国

　
籍
を
有
す
る
ご
存
命
の
人

▼
受
付
期
限
　
平
成
24
年
３
月
31

　
日
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
平
和
記
念
事

　
業
特
別
基
金
（
☎
０
５
７
０
―

　
０
５
９
ー
２
０
４
ま
た
は
０
３

　
―
５
８
６
０
ー
２
７
４
８
）

　
労
働
保
険
は
「
労
災
保
険
」
と

「
雇
用
保
険
」
の
総
称
で
、
仕
事
、

通
勤
中
の
事
故
に
あ
っ
た
場
合
の

保
険
給
付
や
失
業
し
た
場
合
の
失

業
手
当
の
給
付
な
ど
を
行
っ
て
お

り
、
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
す

る
事
業
主
は
、
労
働
保
険
に
加
入

す
る
こ
と
が
法
律
に
よ
り
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
加
入
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

事
業
主
は
早
急
な
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
長
崎
労
働
局
労
働

保
険
徴
収
室
（
☎
０
９
５
―
８
０

１
―
０
０
２
５
）
ま
た
は
最
寄
り

の
労
働
基
準
監
督
署
や
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
へ
。

　
10
月
・
11
月
は
小
規
模
企
業
共

済
お
よ
び
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済

の
全
国
加
入
促
進
強
調
月
間
で
す
。

　
小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
個

人
事
業
主
ま
た
は
会
社
な
ど
の
役

員
が
事
業
を
や
め
た
り
退
職
し
た

場
合
に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の

再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を
準
備

し
て
お
く
国
の
共
済
制
度
で
す
。

　
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
は
、
取

引
先
の
突
然
の
倒
産
が
原
因
で
、

経
営
悪
化
の
危
機
に
直
面
し
た
と

き
に
、
資
金
を
借
り
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
国
の
共
済
制
度
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
商
工
会
議
所
、
商

工
会
、
金
融
機
関
の
窓
口
へ
。

　
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
名

簿
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
名
簿

を
基
に
、
全
国
の
地
方
裁
判
所
で

作
成
し
ま
す
。
名
簿
に
登
録
さ
れ

た
人
に
あ
ら
か
じ
め
心
づ
も
り
を

し
て
も
ら
う
た
め
に
、
11
月
中
旬

に
通
知
を
行
い
ま
す
。
こ
の
通
知

は
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
事
前
に
通
知
す
る
も

の
で
、
実
際
の
事
件
の
裁
判
員
候

補
者
に
選
ば
れ
た
訳
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
通
知
を
受
け
た
人
の
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
　

　
詳
し
く
は
、
長
崎
地
方
裁
判
所

（
☎
０
９
５
―
８
０
４
―
４
１
１

４
）
へ
。

　
長
崎
地
方
法
務
局
島
原
支
局
で

取
り
扱
っ
て
い
る
会
社
や
法
人
の

登
記
事
務
が
長
崎
地
方
法
務
局
登

記
部
門
で
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
会
社
や
法
人
の
登
記
に

係
る
登
記
事
項
証
明
書
お
よ
び
印

鑑
証
明
書
の
交
付
（
動
産
・
債
権

譲
渡
登
記
に
係
る
概
要
記
録
事
項

証
明
書
の
交
付
事
務
を
含
む
）
は

引
き
続
き
取
り
扱
い
ま
す
。

▼
変
更
年
月
日
　
11
月
29
日
（月）

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
長
崎
地
方
法

　
務
局
島
原
支
局
（
☎
　
２
５
１

　
３
）
ま
た
は
長
崎
地
方
法
務
局

　
登
記
部
門
（
☎
０
９
５
―
８
２

　
０
―
５
９
３
７
）

　
平
成
22
年
７
月
か
ら
「
障
害
者

雇
用
納
付
金
制
度
」
が
改
正
さ
れ

従
業
員
２
０
０
人
を
超
え
３
０
０

人
以
下
の
中
小
企
業
事
業
主
の
人

も
納
付
金
申
告
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
社
団
法
人
長
崎
県

雇
用
支
援
協
会
（
☎
０
９
５
―
８

２
７
―
１
１
６
５
）
へ
。

年
金
受
給
者
の
扶
養
親
族
等

申
告
書

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得

税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
（
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
は
対
象
外
）。

　
課
税
対
象
と
な
る
人
に
は
、
毎

年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
12
月
３
日
（金）

ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
の

年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉
徴

収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。
提
出
を

忘
れ
る
と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ

19　  平成22. 11.

甲
種
防
火
管
理
者
資
格

取
得
講
習
会

「
小
規
模
企
業
共
済
」 

「
経
営
セ

ー
フ
テ
ィ
共
済
」
加
入
に
つ
い
て

裁
判
員
制
度

名
簿
記
載
通
知
に
つ
い
て

長
崎
地
方
法
務
局
島
原
支
局
で
の

商
業
・
法
人
登
記
事
務
取
扱
変
更

11
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
月
間
で
す

戦
没
者
等
援
護
業
務
巡
回
相
談

戦
後
強
制
抑
留
者
特
別
給
付
金

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
の
改
正

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー


